
青森県立郷土館協議会条例 

昭和48年３月30日 

青森県条例 第５号 

平成18年3月27日一部改正 

 

 青森県立郷土館協議会条例をここに公布する。 

 

   青森県立郷土館協議会条例 

 

 （設置） 

第１条 博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２０条第１項の規定に基づき、青 

 森県立郷土館協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

 （委員の定数） 

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）の定数は、１２人以内とする。 

 

 （委員の任期） 

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間 

 とする。 

 

 （委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、教育委員会規則 

 で定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、昭和４８年４月１日から施行する。 

 （特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

２ 特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年９月青森県条例第３９号）の一部 

 を次のように改正する。 

    ［次のよう］略 

 （特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員の旅費及び費用弁償に関する条例（昭和２７年９月青森県条例第４ 

 ３号）の一部を次のように改正する。 

    ［次のよう］略 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


